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調剤をしていて疑問に思ったこと，
方・調剤

て古 医師または患者さんに聞かれて困ったこと.

4凡 〆F、一

保険薬局においては，病院や診療所と

同じよ う に ， 患 者 の 被 保 陵 者 証 を確認

することは認められているのでしょうか。処 方せ

んに保償者番号や被保隈者番号などは記載されて

いるのですが，内容が不鮮明な場合や保蹟者 が蛮

更とな って いる 場合もあり.資格誤りという理由

でレセ ブト が返 されてしまうことがあり困ってい

ます。(匿名希望)

1l~I)6!楽町では， it才í'から処)jせんによる

淵斉IJ を受けることを ;Jとめられたj~)j合， の

その処プIせんが似1)9!1起により交付された

;1訓祇11正|正; ものであること， ② その処jんJせんまたは被{仇似h以山川;リ叩|ド険:倹尖J省ゴ雪訂付-γiι刈f日市刈説

により f続11，;長;tl'主主の品給f台?沖f小付τすjを受ける手資H格令があること一一の2.'

を4峨l泊縦首校:討出tすることがj北た4務防削イ、，jμ』けナられています。 したがっ

て，処)Tせんの内作からだけではそれらを雌認でき

ない場合，もしくは，被保険者対の|人l作を{確認する

:必15:.:カ fあると l出められる粗.\111がある Jf)j イT には，忠、~・

に被保険者誌I/:のJ，tノjえを求め， 1l~l)食制剤l を行ううえで

必~・な ~)i.JJ[ を体認することが;iEめられます。

私~'5長似険法で悦忘する処ブiせん (WI倹処方せん)に

ついては，保険l:b.により似険者寄りーや被保険手~. ~tEの

百己4j・4許ワーなどに|刻する 'Jf.JJlまで古己¥1夜さ hることに

なっています。 そのため，これまで保険薬日には，

/T¥ 医師に疑義照会して対応したが

' いま一つ納得できないこと.ありまぜんか?

皆さんの媛問に各分野の専門家がお答えいたします。

ご質問をお寄せください。

「質問の募集」要項は49頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの賀問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

保険|長が交付した保険処)Jせんであることを的i認す

ることしか求められておらずj 帆 Jr，JiJ{ ，1J;l，~'の被 Q 
1~~I)W =X'証を雌認することの必必Itについては明記さ £ 
れていませんでした。 A

しかし， 2002 {I'. 10)Jの日齢.:N;'お よび乳幼児のl土!己 ーー

負担卯j令の- ì!ilS改正にi~l'.い (山齢者 :l;ljリまたは 2 訓，

31恥 A~il~~lの乳幼児 :2;lfリ ) ，保険主主j市の受付窓nにお

いても忠J雪の自己負担割合などをきちんと確認する

必立たが1:1:，てきま した。そのため， I保険楽町及び保I)Ý~

抜方IJr:lli1点主主担当 mWJJの内科も ー却改正され，JJi犯

では「処プJせん」または「被保険者訂正」による忠お

の子什俗研'ti訟が義務付けられています(表)0

表保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(※被保険者証の
確認について)

{処)jせんの日uia(1.)

第3条 f~~1漁栄}，，)Iよ，被保険1，)え び被保険行であ っ た話、if;ぴに

これらの行のI&:j犬j)i:1，である込I.m以下 ijiに「也、1，'Jという 。)

からHl::l主の給付を'受けることを求められたI必千?には.そのお

の 1~ltnJI する処h せんが他J，)d~~険法 (大 lトー " "ド iHlt~'i 70 ~;' ð J.:J. 

|、 iil: J という 。)員1\63 条お~JJl'(各りに仰げる病院又はみj1，(1好

において世!!J，)i保険の診械に従・Fしている|矢印li又はm利|矢印11

{以 i、iW没12，ぷりという。)7うずっと十lした処方せんであること

及びその処万せんλは被保険.r，'，iiEによって般信の給付を受け

る1fj持があることをf，'u:かめなけれは‘ならなL、。
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ただ，だからといって，必ずしもすべての忠者に

被保険者証の提示を求めても構わないというわけで、

はありません。「処方せん」または「被保険者証」に

より確認するものと規定されていることから考える

と， 自己負担割合や保険者番号が変更されている可

能性がある場合や(例えば，受診/:1と調剤 FIの属する

月が興なるケース，勤務先の会社に変更が!:Iミじたケー

スなど)，処方|去による記 号・需1;:;-の転記ミスが生 じ

ていると考えられる場合などに，忠、者ーから被i~~II~者

百iEの旋示 をオとめることは¥IJJJ也ありません。 しかし，

特に記載内容に誤りが認められない場合にまで被保

険者百iEの提示 を求めることについては，忠者{日IJの十

分な出角i(， .同志、を得ている場合にl拠られるなど， 'I~~ 

-'f'fな土、tJ.と、が求められますのでu:泊:してくださ U、。

Q
a凶

「後発医薬品への蛮更可」との指示が

ある処方せんを調剤する場合，剤形の

異なる後発医薬品への蛮更(錠→カプセル，錠→

00錠など)は認められるのでしょうか。また，先

日.糖尿痛の食後過血糖の改善のための後発医薬

品として，ホ.タリポース口腔内崩壊フィルムが薬価

基準に収載されましたが，口腔内崩壊錠(先発医薬

品)の後発医薬品として蛮更は可能なのでしょうか。

(匿名希望)

「後発It:~紫品への変更 IIfj との指示に岩手

づく淵剤について，剤11三の呉なる後発|逗

柴品への変史の是非までIY-J記 している通

知1などはありませんが，邸時点で、は， 1fIHI~の変更ま

で認められた指示 として解釈することは難しいもの

と考えます。ただし，ご質問の口腔内崩壊フィルム

については，先発医薬品である I-IIJ宅内崩壊錠の後発

医薬品として業自[lj基準に収載されていますので， 同

一剤形への変更と同じであると解釈して差 し支えな

いものと考えます。

処HI去により「後発医薬品への変更可」と指示 さ

れた処方せんについては，処方欄に先発医薬ilflの銘

柄が記載されていた場合であっても，忠者の同7訟を

得たうえで，後発11&柴山1に変更して調剤することが

認められています。 この「後発医薬品への変吏可」

という指示については，先発医薬品から後発医楽品

への変]1にl彼られるという条件付きですが，ある意

味で「ーー般名処)j"jに相当するものと解釈すること

カfできるでしょう 。

しかし通常， 一般名処プiとは「一般名j+ I斉IJ

形j+ I合l1!.:Jで表記されるものと解釈されており

(2004年3月30I二l付事務連絡， 厚生労働省保険局医

療課「疑義!照会資料の送付についてJ)，斉IJ形につい

てはすでに指定 されているものと考えることができ
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ます。

したがって， I後発医薬品への変更可」との指示が

ある処ブjせんについても 同様に考えられ，方IJ形の変

吏まで、問、められている指示 として解釈することは難

しいものと忠われます。 ただし，処);1云から斉IJ形の

見なる後発医薬品へ変更することについて了 解が得

られている i必合には，この l)j~りではありません。 そ

のような場合には，その旨を澗斉IJ済みの処力せんや

柴!尽などに記録しておくことが大切です。

また，ご質問のボグリボース 仁I)J?，巨内崩i表フィルム

(糖以病食後過lfTI.fJ.lf改普剤， Iホ‘グリボース 0 0フィル

ム0.2/0.3 rQQ.]J)については，先発医薬品である

「ベイスン ooJ~iU の後発医薬品として， 2006年 7)]

7 !:]に薬伽li基準に収載されました。前述の通り「後発

医薬品への変史可Jとの指ポに基づく調剤では，黙

なる斉IJ形の後発Iえ薬品への変:J:!:は認められていない

旨を説明しましたが， 今1l!.1楽1illi収載されたボグリボー

ス 口 m~内崩壊フィルムは，錠斉IJ に 区分されてお り ，

規栴単位も 10.zmgI錠J，10.3mg I錠Jとされていま

すo したがって，先発l亙柴 lullの|一l腔内崩壊錠の後発

|逗楽品として変更の対象になり得るものであると解

釈できます。


